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「先進国は ODA（政府開発援助）の拠出額を GNP（国民総生産）の 0.7％に増額する」

という努力目標は、これまでに何度も国際会議において確認されてきた。しかし、現在の

ところその目標を達成しているのは、デンマーク、オランダなど数カ国にすぎない。その

ため、ヨハネスブルグ・サミットでも、先進国に対してこの目標を達成するよう求められ

ている。 
もちろん、途上国で社会的な不公平を生み出さず持続可能な開発を実現するためには、

ODA の増額は不可欠である。しかし、これまで日本の ODA は途上国において環境や人び

との生活を破壊し続けてきた。例えば、タイの汚水処理プロジェクトでは排水によって漁

業が大きな被害を受け、人びとの生計手段が奪われることが懸念されている。モザンビー

クでは現地の農業の実情を考慮せずに大量に供与された農薬が、都市や農村に放置され土

壌や地下水を汚染している。現状のままでは ODA を増額しても、こういった環境社会影響

をさらに拡大するだけである。 
そこで、ODA を増額する前に、問題が起こることを未然に防ぎ、ODA の質を向上させ

るための法制度を整備する必要がある。 
 

個別政策 
環境 
・日本政府は、国際協力銀行（JBIC）の新環境社会ガイドラインに基づき、無償資金

協力、技術協力に関する環境社会ガイドラインを制定するべきである。 
・日本政府は、環境影響評価の内容及び実施プロセスが適切であったかを審査する体

制を整備すべきである。 
・日本政府は、多国間開発銀行（MDBs）がセクター融資、プログラム融資、政策支援

における環境影響評価の実施手順を明確にするよう、働きかけるべきである。 
・日本政府はヨハネスブルグサミットにおいて、戦略的環境アセスメントの適用を求

める実施計画案 118 条を支持するべきである。 
 
  立ち退き 
  ・日本政府は、ODA を供与するにあたって、ODA 受入国が強制移転をできる限り少

なくするよう働きかけるべきである。 
 

民間セクター業務 
・日本政府は、アジア開発銀行が民間セクター業務の業務手順を明確にするよう、働

きかけるべきである。 
・ 日本政府は、MDBs が水、教育、医療などの基礎サービスの民営化の貧困層に与え



る影響を考慮して政策（世界銀行の水政策など）を決定するよう、働きかけるべき

である。 
 
情報公開・住民参加 
・ 日本政府は、途上国住民による ODA に関する情報へのアクセスを確保するために必要

な措置を取るべきである。 
・ 日本政府及び JBIC は、無償資金協力・技術協力のパイプラインプロジェクトに関する

情報を公開するべきである。 
・ 日本政府は、MDBs における情報公開を拡大するよう、MDBs に働きかけるべきであ

る。公開されるべき文書には理事会の議事録も含まれる。また、理事会検討文書は理事

会の前に公開されるべきである。 
・ 日本政府は、アジア開発銀行の民間セクター業務において、インスペクションへの申立

を可能にするために時宜を得た必要な情報が公開されるよう、働きかけるべきである。 
・ 上記に関連して、日本政府はヨハネスブルグサミットにおいて、情報へのアクセス及び

住民参加の促進を求める実施計画案第 151 条を支持するべきである。 
 

異議申立制度 
・国際協力銀行は、公平性・合理性・効率性を有する独立の異議申立て機関を設置す

るべきである。 
・日本政府は、アジア開発銀行のインスペクション政策見直しにおいて、同政策が強

力かつ被影響住民がアクセスしやすいものとなるよう、働きかけるべきである。 
・日本政府は、アジア開発銀行のインスペクション政策見直しにおいて、すべての民

間セクター業務に公的セクター業務と同等のインスペクション政策が適用されるよ

う、働きかけるべきである。 
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